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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【公表番号】特表2017-534721(P2017-534721A)
【公表日】平成29年11月24日(2017.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2017-045
【出願番号】特願2017-519614(P2017-519614)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ 183/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   7/20     (2018.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ  183/04     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/04     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/06     　　　　
   Ｃ０９Ｊ    7/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月22日(2018.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接性及び振動減衰性を備えた接着剤組成物であって、
　ａ）シリコーン系感圧接着剤マトリクスと、
　ｂ）前記マトリクス内に分散された導電性又は金属の粒子と、
　ｃ）架橋剤とを備え、
　前記シリコーン系接着剤マトリクスは、（ｉ）シリコーン接着剤と、（ｉｉ）シリコー
ンガム、ＭＱ樹脂、及び他のシリコーン接着剤のうちの１つ以上とを含む、接着剤組成物
。
【請求項２】
　前記接着剤は、５０Ｈｚの周波数で０．１０を上回るか、又は８０００Ｈｚの周波数で
０．０５を上回る対称または非対称のピーク複合損失係数を示す、請求項１に記載の接着
剤組成物。
【請求項３】
　前記シリコーン接着剤のうちの少なくとも１つは、ａ）鎖中及び／又は末端鎖にビニル
官能基を備えたポリオルガノシロキサンガムと、ｂ）ＭＱ樹脂とを含む、請求項１または
２に記載の接着剤組成物。
【請求項４】
　前記シリコーン接着剤のうちの少なくとも１つは、ａ）ポリジメチルシロキサンガム、
ポリメチルフェニルシロキサンガム、ポリジメチル及びポリメチルフェニルシロキサンガ
ムの共重合体、又はポリジメチル及びポリジフェニルシロキサンガムの共重合体のうちの
１つ以上と、ｂ）ＭＱ樹脂とを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の接着剤組成物
。
【請求項５】
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　前記ＭＱ樹脂は、反応性シラノール及び／又はビニル官能基を含有するか、又は反応性
官能基を有さない、請求項１～４のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項６】
　前記架橋剤は、過酸化物であるか、又は水酸化ケイ素官能基を含有する化合物である、
請求項１～５のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項７】
　触媒をさらに備え、前記触媒は、白金、鉄、銅、及び／又はロジウム等、ヒドロシリル
化反応に触媒作用を及ぼすことができる、請求項１～６のいずれか一項に記載の接着剤組
成物。
【請求項８】
　（ｉｉ）は、シリコーンガムであり、（ｉ）の（ｉｉ）に対する重量比は、１００：０
～４０：６０の範囲内である、請求項１～７のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項９】
　前記（ｉ）の（ｉｉ）に対する比率は、９５：５～５５：４５である、請求項１～７の
いずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１０】
　前記（ｉ）の（ｉｉ）に対する比率は、９０：１０～７０：３０である、請求項１～７
のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１１】
　前記シリコーン系接着剤マトリクスは、（ｉ）シリコーン接着剤と、（ｉｉ）ＭＱ樹脂
とを含み、前記シリコーン接着剤のＭＱ樹脂に対する重量比は、１００：０～６０：４０
の範囲内である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１２】
　前記（ｉ）の（ｉｉ）に対する比率は、９５：５～８０：２０である、請求項１１に記
載の接着剤組成物。
【請求項１３】
　前記シリコーン系接着剤マトリクスは、（ｉ）シリコーン接着剤と、（ｉｉ）他のシリ
コーン接着剤とを含み、前記（ｉ）の（ｉｉ）に対する重量比は、１００：０～０：１０
０の範囲内である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１４】
　前記（ｉ）の（ｉｉ）に対する比率は、１００：０～５０：５０である、請求項１３に
記載の接着剤組成物。
【請求項１５】
　前記導電性粒子又は金属粒子は、アルミニウム、鉄、銀、炭素、又はＰＥＤＴを含む、
請求項１～１４のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１６】
　前記金属粒子の少なくとも９０％は、７１ミクロン未満の粒径を有する、請求項１～１
５のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１７】
　前記金属粒子の少なくとも８０％は、４５ミクロン未満の粒径を有する、請求項１～１
６のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１８】
　前記金属粒子の濃度は、溶接性接着剤を付与するのに好適である、請求項１～１７のい
ずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項１９】
　前記金属粒子の濃度は、０．２～１０．０重量％の範囲内である、請求項１～１８のい
ずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項２０】
　前記接着剤は、感圧接着剤である、請求項１～１９のいずれか一項に記載の接着剤組成
物。
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【請求項２１】
　前記架橋剤は、過酸化物であるか、又は水酸化ケイ素官能基を含有する化合物である、
請求項１～２０のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
【請求項２２】
　前記架橋剤は、過酸化ジベンゾイルである、請求項２１に記載の接着剤組成物。
【請求項２３】
　テープであって、
　ａ）基板と、
　ｂ）請求項１～２２のいずれか一項に記載の接着剤組成物とを備える、テープ。
【請求項２４】
　前記接着剤は、５ミクロン～１５０ミクロンの範囲内の厚さを有する少なくとも１つの
層において、前記基板上に配される、請求項２３に記載のテープ。
【請求項２５】
　前記範囲は、１０～１００ミクロンである、請求項２４に記載のテープ。
【請求項２６】
　前記接着剤は、基板上か、又は単一層としての剥離ライナ上に配される、請求項２３～
２５のいずれか一項に記載のテープ。
【請求項２７】
　前記基板上に接着剤組成物の２つの層が存在する、請求項２３～２５のいずれか一項に
記載のテープ。
【請求項２８】
　接着剤組成物の各層は、前記基板の反対方向を向いた面上に設けられる、請求項２７に
記載のテープ。
【請求項２９】
　前記接着剤は、基板上に２つ以上の層として配され、各々、前記基板上の同一面に設け
られる、請求項２３～２５のいずれか一項に記載のテープ。
【請求項３０】
　前記基板の少なくとも１つの面上の少なくとも１つの接着剤層上に、少なくとも１つの
追加接着剤組成層をさらに備える、請求項２３～２５のいずれか一項に記載のテープ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
【表５】

 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
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【表９】
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